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○小谷村入札参加資格者に係る指名停止要領 

平成15年10月31日 

告示第27号 

小谷村入札参加資格者に係る指名停止要領 

（指名停止） 

第１条 村長は、小谷村入札参加資格者名簿に搭載された者（共同企業体に

あっては、その構成員を含む。以下「入札参加資格者」という。）又はそ

の使用人が別表第１、別表第２、別表第３の各号（以下「別表各号」とい

う。）に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、小谷村建設工事等

請負人選定委員会（以下「委員会」という。）に諮り、当該入札参加資格

者について指名停止を行うものとする。 

２ 村長が指名停止を行ったときは、委員会は、建設工事等の契約のための

指名を行うに際し、当該指名停止に係る入札参加資格者を指名してはなら

ない。当該指名停止に係る入札参加資格者を現に指名しているときは、指

名を取り消すものとする。 

（下請負人及び共同企業体に関する指名停止） 

第２条 村長は、第１条第１項の規定により指名停止を行う場合において、

当該指名停止について責を負うべき下請負人があるときは、当該下請負人

について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、

指名停止を併せ行うものとする。 

２ 村長は、前条第１項の規定により、共同企業体について指名停止を行う

ときは、当該共同企業体の構成員（明らかに当該指名停止について責を負

わないと認められる者を除く。）についても、当該共同企業体の指名停止

の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとす

る。 

３ 村長は、前条第１項又は第２項の規定による指名停止に係る入札参加資

格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の範囲内で情状に

応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。 

（指名停止の期間の特例） 

第３条 入札参加資格者が一の事案により別表各号の措置要件の２以上に該
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当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長

いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。 

２ 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合にお

ける指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の２倍（当

初の指名停止の期間が１か月に満たないときは、1.5倍）の期間とする。 

（１） 別表各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後１か年を経過

するまでの間（指名停止の期間中を含む。）に、それぞれ別表各号の措

置要件に該当することとなったとき（次号に該当する場合を除く。）。 

（２） 別表第２第１号から第４号まで又は別表第２第５号から第８号ま

での措置要件に係る指名停止の期間の満了後３か年を経過するまでの間

（指名停止の期間中を含む。）に、それぞれ別表第２第１号から第４号

まで又は別表第２第５号から第８号までの措置要件に該当することとな

ったとき。 

３ 村長は、入札参加資格者について情状酌量すべき特別の理由があるため、

別表各号及び前２項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定め

る必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の２分の１まで短縮する

ことができる。 

４ 村長は、入札参加資格者について、極めて悪質な事由があるため、又は

極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第１項の規定による長

期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を

当該長期の２倍まで延長することができる。 

５ 村長は、指名停止の期間中の入札参加資格者について、情状酌量すべき

特別の事由又は悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前４項

に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。 

６ 村長は、指名停止の期間中の入札参加資格者が、当該事案について責を

負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該入札参加資格者につ

いて指名停止を解除するものとする。 

７ 村長は、別表第２第５号及び第６号に該当する入札参加資格者のうち、

課徴金納付命令を受けた入札参加資格者で、違反行為に係る事実の報告等

を公正取引委員会に行っていた場合には、指名停止の期間の全部又は一部
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を免除することができる。 

（報告） 

第４条 課長等は、その所管する建設工事等について、入札参加資格者が、

別表各号に定める措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、遅

滞なく報告書（様式第１号）により村長に報告しなければならない。 

（指名停止の決定） 

第５条 村長は、前条の報告等があったとき又は自ら必要と認めたときは、

委員会に諮り指名停止の決定を行うものとする。 

２ 村長は、別表第３の各号に掲げる措置要件を事由として指名停止を行う

ときは、所轄の警察署長の意見を聴くものとする。 

（指名停止の通知） 

第６条 村長は、前条の規定により指名停止を決定したときは、その旨を指

名停止通知（様式第２号）により課長等に通知するものとする。 

２ 村長は、前条第１項の規定により指名停止の決定をしたときは、当該入

札参加資格者に対し遅滞なく指名停止通知（様式第３号）により通知する

ものとする。 

（随意契約の相手方の制限） 

第７条 村長は、指名停止の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方と

してはならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ委員会の

承認を受け特に必要と認めた場合は、この限りでない。 

（下請等の禁止） 

第８条 村長は、指名停止の期間中の入札参加資格者が建設工事等の全部若

しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は建設工事等の完成保証人とな

ることを承認してはならない。 

（指名停止に至らない事由に関する措置） 

第９条 村長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めると

きは、当該入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を

行うことができる。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成17年３月22日告示第３号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和７年３月17日告示第12号） 

この要領は、令和７年６月１日から施行する。 

別表第１（第１条関係）村内において生じた事故等に基づく措置基準 

措置要件 期間 

粗

雑

工

事 

1 村が発注した建設工事等の施工に当たり、過失

により工事等を粗雑にしたと認められるとき。 

1か月以上6か月以内 

2 村以外の者が発注した建設工事等の施工に当

たり、過失により工事等を粗雑にした場合にお

いて、かしが重大であると認められるとき。 

1か月以上3か月以内 

契

約

違

反 

3 第1号に掲げる場合のほか、村が発注した建設

工事等の施工に当たり、契約に違反して、工事

等の契約の相手方として不適当であると認めら

れるとき。 

2週間以上4か月以内 

安

全

管

理

措

置

不

適

切 

4 村が発注した建設工事等の施工に当たり、安全

管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡

者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた

と認められるとき。 

1か月以上6か月以内 

5 村以外の者が発注した建設工事等の施工に当

たり、安全管理の措置が不適切であったため、

公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損

害を与えた場合において、当該事故が重大であ

ると認められるとき。 

1か月以上3か月以内 

6 村が発注した建設工事等の施工に当たり、安全

管理の措置が不適切であったため、工事関係者

に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合にお

いて、当該事故が重大であると認められるとき。

2週間以上4か月以内 

7 村以外の者が発注した建設工事等の施工に当 2週間以上2か月以内 
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たり、安全管理の措置が不適切であったため、

工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ

た場合において、当該事故が重大であると認め

られるとき。 

別表第２（第１条、第３条関係）贈賄及び不正行為等に基づく措置基準 

措置要件 期間 

贈

賄 

1 入札参加資格者又はその使用人が、村職員に対

して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 

逮捕を知った日から公

訴の提起又は公訴を提

起しない処分が行われ

たことを知った日まで 

2 次に掲げる者が、村職員に対して行った贈賄の

容疑により公訴を提起されたとき。 

公訴を知った日から 

(1) 入札参加資格者である個人又は入札参加

資格者である法人の代表権を有する役員（代

表権を有すると認めるべき肩書を付した役員

を含む。以下「代表役員等」と総称する。） 

3か月以上12か月以内 

(2) 入札参加資格者又は支配人及び支店若し

くは営業所（常時建設工事等の契約を締結す

る事務所をいう。）を代表する者で(1)に掲げ

るもの以外のもの（以下「一般役員等」とい

う。） 

2か月以上9か月以内 

(3) 入札参加資格者の使用人で(2)に掲げるも

の以外のもの（以下「一般使用人」という。）

1か月以上6か月以内 

3 次に掲げる者が、県内の他の公共機関の職員に

対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は

逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 

逮捕又は公訴を知った

日から 

(1) 代表役員等 2か月以上6か月以内 

(2) 一般役員等 1か月以上4か月以内 

(3) 一般使用人 1か月以上3か月以内 
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4 次に掲げる者が、県外の公共機関の職員に対し

て行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕

を経ないで公訴を提起されたとき。 

逮捕又は公訴を知った

日から 

(1) 代表役員等 2か月以上4か月以内 

(2) 一般役員等 1か月以上3か月以内 

(3) 一般使用人 1か月以上2か月以内 

独

占

禁

止

法 

5 村内又は村外において、業務に関し私的独占の

禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22

年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）

第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の

請負契約の相手方として不適当であると認めら

れるとき（次号に掲げる場合を除く。）。 

当該認定をした日から

2か月以上9か月以内 

違

反 

6 村又は村内の村以外の公共機関と締結した請

負契約に係る工事に関し、独占禁止法第3条又は

第8条第1項第1号に違反し、工事等の請負契約の

相手方として不適当であると認められるとき。 

当該認定をした日から

3か月以上9か月以内 

談

合 

7 入札参加資格者又はその使用人が談合の容疑

により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提

起されたとき（次号に掲げる場合を除く。）。 

逮捕又は公訴を知った

日から2か月以上12か

月以内 

8 村又は村内の村以外の公共機関と締結した請

負契約に係る工事に関し、入札参加資格者又は

その使用人が談合の容疑により逮捕され、又は

逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 

逮捕又は公訴を知った

日から3か月以上12か

月以内 

虚

偽

記

載 

9 村が発注する建設工事等の請負契約に係る一

般競争及び指名競争において、入札参加資格確

認申請書、競争参加資格資料その他の入札前の

調査資料等に虚偽の記載をし、工事の請負契約

の相手方として不適当であると認められると

き。 

当該認定をした日から

1か月以上3か月以内 
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不

正

又

は

不

誠

実 

10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務

に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等

の契約の相手方として不適当であると認められ

るとき。 

当該認定をした日から

1か月以上9か月以内 

11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表

役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑に

より、公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若

しくは刑法（明治40年法律第45号）の規定によ

る罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手

方として不適当であると認められるとき。 

当該認定をした日から

1か月以上9か月以内 

（備考）「職員」とは、特別職の職員（議員・非常勤の者を含む。）、

一般職の職員（嘱託職員・臨時職員を含む。）をいう。 

別表第３（第１条、第５条関係）暴力団との関係に基づく措置基準 

措置要件 期間 

暴

力

団

関

係 

1 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の

経営に事実上参加している者が、暴力団関係者

であると認められるとき。 

当該認定をした日から

1年を経過し、改善され

たと認められるまで 

2 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の

経営に事実上参加している者が、業務に関し、

不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行

を強要するために、暴力団関係者を使用したと

認められるとき。 

当該認定をした日から

3か月以上9か月以内 

3 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の

経営に事実上参加している者が、いかなる名義

をもってするを問わず、暴力団関係者に対して

金銭、物品その他の財産上の利益を与えたと認

められるとき。 

当該認定をした日から

2か月以上6か月以内 

注記 

解釈及び運用について 
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１ 第１条第１項中「入札参加資格者」とは、有資格者である個人又は有資

格者が法人にあっては、その役員をいう。 

２ 第１条第１項及び別表第２第１号並びに第２号中「使用人」とは、労務

者又はこれに準じている者を除き、雇用期間を特に限定することなく常時

雇用されている者をいう。（役員を除く。） 

３ 第１条第２項中の「現に指名しているとき」とは、請負人等選定から落

札決定までの間をいい、次に掲げるものは、指名停止の規定は適用されな

い。 

(1) 指名停止の期間の開始前に締結した契約 

(2) 指名停止の期間の開始前に工事完成保証人又は保証人となった場合 

(3) 指名停止の期間の開始前に下請契約を締結した場合 

４ 第２条第２項中「明らかに当該指名停止について責を負わないと認めら

れる者」とは、分担施工型の共同企業体（いわゆる乙型共同企業体）で責

任工区が明確な場合等、責を負わないと特定できる者をいう。 

５ 第４条中「その所管する建設工事等」とは、予算執行者が自ら発注した

建設工事等をいう。 

６ 第７条のただし書中「やむを得ない事由」とは、契約の性質又は目的が

競争に適しない場合、緊急の必要により競争入札に付することができない

場合及び競争入札に付することが不利と認められる場合をいう。 

７ 別表各号中「村」とは村長部局の機関のみならず、村の全ての機関をい

い、「村職員」とは村長部局の職員のみならず、村の全ての職員をいうも

のであること。 

８ 別表第１第１号及び第２号中「工事等を粗雑にした」場合とは、発注者

の検査や会計検査院により指摘されたとき等で工作物に欠点があることが

明らかとなった場合をいう。 

９ 別表第１第４号、第５号、第６号及び第７号の規定は、次の場合は原則

として適用しない。 

(1) 発注者の責に帰すべき事由により発生した工事事故 

(2) 工事の原因が作業員個人の責に帰すべきものであると認められる場

合（例えば、公道上において車両により資材を運搬している際のわき見
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運転により生じた事故等） 

(3) 事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合（例え

ば、適切に管理されていたと認められる工事現場内に第三者の車両が無

断で進入したことにより生じた事故等） 

10 別表第１第４号及び第５号中「公衆」とは、当該建設工事等の契約にお

ける発注者、施工者等工事関係者を除く第三者全般をいう。 

11 別表第２第２号中「役員」とは、次の者をいう。 

(1) 株式会社、有限会社の場合にあっては取締役 

(2) 合名会社の場合にあっては社員 

(3) 合資会社の場合にあっては無限責任社員 

(4) 企業組合、協同組合等の場合にあっては理事等業務執行に携わる者 

(5) 共同企業体の場合にあってはその構成員の代表者。ただし、その構成

員が法人の場合にあっては当該構成員の役員 

12 別表第２第２号の(1)中「代表権を有すると認められるべき肩書を付した

役員」とは、専務取締役以上の肩書をいう。 

13 別表第２第３号及び第４号中「公共機関の職員」とは、国、地方公共団

体、公社、公団等の職員であって、刑法第７条第１項に規定する公務員を

いう。 

14 別表第２第４号中「県外の公共機関」とは、茨城県、栃木県、群馬県、

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、

岐阜県、静岡県、三重県、及び愛知県の１都14県をいう。 

15 別表第２第５号及び第６号中「工事の請負契約の相手方として不適当で

あると認められるとき」とは、次のときをいう。 

(1) 公正取引委員会による処分の場合は、排除勧告がなされ、応諾（審決）

があったとき。 

(2) 公正取引委員会から排除勧告を経ないで課徴金納付命令がなされ、審

判手続を請求しない場合又は審決があったとき。 

(3) 公正取引委員会から検察当局へ告発された場合は、そのとき。 

16 別表第２第10中「不正又は不誠実な行為」とは、次のような場合等をい

う。 
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(1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反した場合 

(2) 監督員又は検査員の職務の執行を妨げた場合 

(3) 刑法の規定により、公務執行妨害罪、競争入札妨害罪、詐欺罪等の容

疑により起訴された場合 

(4) 脱税により税務当局から告発された場合 

17 別表第３中「暴力団関係者」とは、暴力団の構成員及び特定の暴力団と

つながりの明らかな準構成員をいう。 

18 別表第３第１号中「経営に事実上参加している」とは、次のような場合

等をいう。 

(1) 株主として事実上経営に関与していると認められる場合 

(2) 顧問、相談役等の肩書を持ち、経営に関与していると認められる場合 

(3) 名義のいかんを問わず経営に関与していると認められる場合又は事

業主若しくは法人の役員と同一生計にあると認められる場合 

19 別表第３第２号中「業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は責

務の履行を強要するため」暴力団関係者を利用したとは、次の場合等をい

う。 

(1) 入札において、自社が有利となるよう他社を妨害した場合 

(2) 自社を下請に使用するよう強要した場合 

(3) 工事代金の債務を履行しない、又は不当な値引きを強要した場合 

(4) 正当な債権であっても不法、不当な取立方法により債務の履行を強要

した場合 

20 別表第３第３号中「金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えた」

とは、次のような場合等をいう。 

(1) 社会通念上の範囲を著しく超えて、商取引及び冠婚葬祭等社会的儀式

行為を行った場合 

(2) 暴力団関係者を不当に高い価格で下請業者として使用した場合 

(3) 暴力団関係者から不当に低い価格で工事等を請け負った場合 

(4) 工事等の施工に関し、騒音迷惑料、地域対策費等名目のいかんを問わ

ず正当な理由のない金品を与えた場合 

（注）「与えた」とは、自発的に与えたことをいい、脅迫による場合は
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含まないが、脅迫されたことを確認するには警察等捜査機関の証明を

要するものとすること。 

21 この要領は、平成15年10月31日から適用するが、指名停止措置の対象と

なる行為が適用日前に行われていた場合でも、適用日以後にそのことが明

らかになった場合は、この要領を適用するものとする。ただし、別表第２

第９号「虚偽記載」については、指名停止措置の対象となる行為が適用日

以後に行われたものに限り適用するものとする。 
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様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

 


